
別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞
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給与規程

１　公益財団法人東北自治研修所

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価
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県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制に関する規程の整備や事業内容等の
公表など，適切な組織運営が行われている。ま
た，課題となっていたコンプライアンス推進要
綱が整備され，組織運営の健全化に向けた改善
が図られた。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　コンプライアンス推進要綱を整備したほか，新型
コロナウイルス感染症の対応方針等を作成し，感染
対策を行った上で，長期研修や指導者養成研修等を
実施した。また，県営繕課の県有建築物保全点検指
導に基づき，建築基準法第12条点検の実施に係る設
備点検契約の見直しを行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

□

□

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

□

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２　一般社団法人宮城県危険物安全協会連合会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。
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　計画的な規定の改正等がなされている。組織
統制や内部統制に関する取組を促し，適宜必要
な指導，助言に努める。 B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　正職員の定着を図るため就業規則や給与規程等を
改正したことにより，業務品質の維持・向上が期待
できる。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）
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給与規程

３　宮城県土地開発公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：職員との個別面談を実施している
）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。
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県（主務課）の所見
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　引き続き公認会計士が監事に就任し，監査を実施
しているほか，コンプライアンス確保のための職員
個別面談を実施するなど経営の健全化を図っている
ことは評価できる。
　また，令和３年度には内部人材を管理職に登用し
ていることから，これまでの人材育成による成果で
あると評価できる。今後についても将来を見据えた
内部人材の育成を図ることを期待する。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　引き続き，監事に公認会計士を選任し，監査体制の強
化を図っている。
　「職員の職務に関する倫理の保持について」を作成，
配布し，コンプライアンスの強化に努めている。
　組織体制では，プロパー職員に関し，今後，更なる管
理職への登用や新規職員の採用について検討する必要が
ある。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞
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給与規程

４　仙台臨海鉄道株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：標語の募集）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

■

□

■

■

□

□

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　「コンプライアンスに関する諸規程」を制定し，社員のコ
ンプライアンス遵守を徹底し，健全な経営体制を確立した
こと，また，安全実行計画に基づき，毎月安全推進会議
を開催し，運転事故・労働災害の防止に努めたことは評
価できる。

Ａ

 H30年から開始した，関西地区と仙台港を結ぶ列車も順調に輸送できている。また，大量輸送を強みとした近県へのライフライン及び物流の安定供給にも一定の役割を果たしている。

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　出資者からの指導により，規則・規程の整備及び
コンプライアンスへの対応はできている。
　今後も引き続き，「安全は人命を守ること」が最
重要課題であることを明確にし，安全への価値観を
再構築するため，社員に対する教育・指導を行って
いく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

■

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

５　阿武隈急行株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：社員との個別面談を実施）（１
点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

■

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　人件費の削減など経費削減に努めている一方
で，提供するサービスの質を落とさないよう人
材育成にも取り組んでいる。
　今後も優秀な人材の確保や育成を行い，組織
運営体制の維持・強化に努める必要がある。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経費削減のため給与等人件費の抑制を行ってきた
結果、低賃金を理由に，若い人材の離職が多く，専
門知識を有する人材確保が課題となっている。
　今後も，積極的に人材確保を行いつつ，在籍社員
に対する研修制度の充実化等により社員育成を図り
たい。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

□

■

■

□

□

0

1

2

3

□

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

６　公益財団法人宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　公益法人協会の研修において法令等について
学ぶ機会を設ける等，組織運営の健全化に向け
た取組を行っているが,引き続きコンプライア
ンスに関する規程の整備に向けた助言と指導を
行っていく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　県サンクチュアリセンターの指定管理者として，
すべてにおいて法令順守で業務を行っている。ま
た，沼の保全対策においても，環境法令に基づき業
務を行っている。なお，事務職員においては，公益
法人協会の研修会に積極的に参加させ公益法人が関
わる法令等を学ばせている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

７　公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程（事務員分就業規則に含む。）

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）
（就業規則に含む。）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）
（全国ベースでの研修が行われている。）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　諸規程整備等の改善予定であったが，進捗状
況に遅れが出ているようであるが，取組み予定
であることから，今後の取組推移を注視してい
きたい。 B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　参考指標がＢであり，改善の余地ありと判定され
た。
　指導機関指導を受けながら，標準的な規程等を参
考に事業規模に合った規程等の整備改善を実施した
い。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

□

□

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

８　公益財団法人宮城県環境事業公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

■

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　業務規程等が整備され，内部統制等も図られ
ている。また，公認会計士による監査や民間企
業出身者を役員に置くなど，健全な組織運営が
なされている。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

  公社定款をはじめとし各種規程を遵守し，適正か
つ安全な処分場運営に務めている。また，公認会計
士による監査を実施することにより，健全な資金管
理を行っている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

□

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

９　公益財団法人宮城県文化振興財団

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：職員会議での周知）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　民間経験者の役員登用や税理士法人からの会
計指導等，経営評価も適切に行われていると考
える。コンプライアンスの確保に関する取組に
ついて，啓発等の研修を実施しているが，規程
の整備や内部統制に関する取組について，組織
としてのコンプライアンス確保に向けた更なる
対応を検討されたい。

B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　業務規程等の整備や税理士法人による会計処理に
関する指導，事業内容等の公表など組織運営の健全
性確保に努めている。コンプライアンスについて，
定例の職員会議での周知の他，研修等を企画し，徹
底に努める。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１０　公益財団法人慶長遣欧使節船協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織体制や経理，情報公開関係への取組につ
いては概ね評価できるものとなっている。
　また，令和2年度はコンプライアンスに関す
る規程を整備し，職員に周知するなど適正な事
業遂行に努めた。今後は，内部統制に関する取
組等，コンプライアンスの更なる強化に努めら
れたい。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　プロパー職員による組織運営の統制や効率化を図
るとともに，有資格者による会計経理やコンプライ
アンス規程等各種規程を整備し，協会業務の適正の
確保に努めている。
　また，協会の定款，決算等をホームページ上で公
開するなど，業務運営の透明性に努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

□

■

□

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１１　公益社団法人みやぎ被害者支援センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　事業活動について適時に情報発信するとともに，
個人情報保護規程について整備を進めるなど，透明
性や信頼性の確保に努めたことについて評価でき
る。更に組織運営の健全性へ向けて，組織統制に関
する規程等の整備を進めることを期待したい。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　事業活動について，適時適切にホームページへ掲載す
ることに努めるとともに，ホームページを見やすく整備
し，透明性の確保に努めた。また，信頼性を高めるた
め，個人情報保護規程を定め，情報公開と整合性を図る
ために情報管理規程の一部改正を行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

□

■

■

■

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１２　社会福祉法人宮城県社会福祉協議会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　社会福祉法人制度改革に伴い，会計監査人を
置き，会計監査人による監査の実施のほか，指
導に基づく事務改善を図るなど，経営組織のガ
バナンスの向上に努めている。また，人材の育
成・確保を図ったほか，ホームページにおいて
計算書類や事業報告等を公表しており，積極的
に情報を公開している。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　一般会計に関し，会計監査法人の助言等により，
ガバナンスの強化を図ることが出来た。
　採用試験（4回）により，34人の正規職員を採用
したが，必要な人員が確保されていないため，継続
して採用試験を実施し，人員確保，定着に努める必
要がある。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

■

■

■

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１３　一般財団法人宮城県地域医療情報センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制に関する規程整備やコンプライアン
スの確保等により，内部統制が図られている。
県としても，引き続き組織運営の健全化に向け
た取組等に対して，適切な助言を行っていく。 B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

0

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　長期に渡り職員相互間で培ってきたノウハウによ
り，良識ある業務遂行がなされている。また，役員
相互間の統制は理事会等を活用し疎通を図ること
で，組織全体としての規律が保たれている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

□

■

□

■

■

■

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１４　一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンスに関する規程の整備が前期
から延期になっていることから，組織運営の健
全化に向けて，内部統制の整備について引き続
き助言等を行う。 B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　社員の適正配置により定着率が向上し，安定した
組織運営が実施できた。また，内部手続きを体系化
し，さらに透明化を図ることにより，組織運営の健
全性担保に努めた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

□

■

■

□

□

□

□

□

0

1

2

3

□

□

□

□

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１５　一般社団法人東北地域医療支援機構

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　学校法人監査に精通した金融機関出身者を監
事に登用し，適切に監査を実施している。
　当法人の諸規定については，法人に適合した
規定を整備することが不可欠であり，引き続き
指導・助言を行っていく。

B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　当法人の監査については，金融機関での勤務経験
があり，学校法人の監査にも精通している者を監事
に登用し，実施している。
　令和２年度は経理処理の方針，手続きを明確化
し，より適正な経理業務体制を構築するため，新た
に経理規程の制定を行なった。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

□

■

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

１６　公益社団法人宮城県精神保健福祉協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：共有フォルダ利用による関係規程
の掲載）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

□

■

■

■

■

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　経理事務等における内部牽制の取組や職員の
コンプライアンスに対する意識向上の取組を積
極的に行っており,良好な組織運営であると認
められる。引き続き組織運営の維持・強化が図
られるよう助言等を行う。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経理職を採用し，経理事務等における更なる内部
牽制に努めるとともに，職員を対象にした研修会を
開催しコンプライアンスに対する意識の向上を図っ
た。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

１７　公益財団法人宮城県腎臓協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：コンプライアンス委員会の開催
）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経理担当職員（パート職員）を雇用するととも
に，税理士を税務顧問及び会計顧問に委嘱し，計算
書類に係る定期的チェックの実施を図る等，財務運
営の改善及び適正化に努めている。
　また，臓器移植コーディネーターの人材確保につ
いては困難な状況が続いていたが，令和２年４月に
専任コーデディネーターの確保を図ることができ
た。

　専任の臓器移植コーディネーターの確保により，今
後一層の効果的な事業展開が期待される。また，健全
で自立的な組織運営のため，税理士による会計指導の
継続及び会計業務に精通した職員の育成が望まれる。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

１８　宮城県信用保証協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当者会議）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　新型コロナウイルス感染症予防が求められる
中，積極的にWebを活用した研修を推進し研鑽
に努めている。また,ノー残業デーの設定等，
職員の労務管理及び健康管理がなされている。
　定期的なコンプライアンスに関する打合せに
より内部統制の整備が行なわれており，働き方
改革もなされていることから，組織運営は健全
なものと認められる。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　新型コロナウイルス感染症予防について職員へ逐
一周知し，組織として感染対策を実施した。また，
年5日年次有給休暇の取得促進やノー残業デーを月
２回設定することで労務管理及び健康管理を行っ
た。
　各部署にてコンプライアンスに関する打ち合わせ
を定期的に行い，内部統制を行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１９　宮城県商工会連合会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　健全な組織運営のため，関係規程等の整備や
内部統制強化の取組等に良好に取り組まれてい
ると認められる。引き続き，組織の健全な運営
が維持・強化されるように，必要に応じ助言等
を行っていく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　商工会会計事務に精通している監事の監査を年2
回（中間監査及び本監査）受けている。また，監事
については、理事会にもオブザーバーとして参加
し，会計のみならず事業運営についても造詣を深め
ている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

■

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

２０　宮城県中小企業団体中央会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　新型コロナウイルス感染対策を踏まえて改定中
のBCPについて早期に策定し，訓練の実施等によ
り実効性を高めることを検討されたい。
　テレワークシステム（機器）の導入については，そ
の積極的な活用が望まれる。
　新3か年計画にて決定された基本理念と行動指
針を踏まえ，着実な実行に向けた具体的な手法を
検討していくことが望まれる。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　まん延防止策として作成した新型コロナウイルス
感染症対策マニュアルをもとに，感染症へのリスク
マネジメントに対応したBCPについて策定中であ
る。
　緊急時に備え，テレワークシステムを導入した。
　新３カ年計画の策定に取り組み，新たな基本理念
と，４つの行動指針を決定した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

□

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

２１　公益社団法人宮城県トラック協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：不祥事防止対策の実施等）（１
点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　現在の組織運営体制を維持しながら，消費者
ニーズ等を踏まえた新たな課題にも対応可能な
体制を確保できるよう，県としても引き続き必
要な助言を行う。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　事業計画の策定に当たっては，理事会，各種委員
会からの意見，要望を取入れながら策定している。
今後も，消費者動向や社会環境，社会ﾆｰｽﾞにﾏｯﾁﾝｸﾞ
した事業を展開し，ﾄﾗｯｸ運送事業の社会的信頼性を
高められるよう努めていく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

２２　公益財団法人みやぎ産業振興機構

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：緊急事態（コロナ）に合わせた組
織の対応）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　県の規定を基準とした組織統制に関する規程等の
諸規程の整備，コンプライアンスに関する規定を定
めているほか，団体の目的である中小企業の支援に
関し，支援企業からの意見集約を行い，外部委員等
の評価を含め，実施事業の評価を実施するなど，健
全な組織運営が図られている。引き続き適正な組織
運営が図られるよう助言・指導を実施していく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　新型コロナウイルス感染症拡大の中、WEBや書面
表決等のスタイルで理事会・評議員会を開催したほ
か、育児介護休業等規程の整備を行う等、職員の健
康管理の充実を踏まえた運営に努めた。また、支援
業務の遂行については、支援企業からの意見集約を
行ったほか、外部委員から実施事業の自己評価に対
する妥当性の認識ができた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

２３　宮城県職業能力開発協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

 諸規定については，随時見直しを図り，適切
に運営していくほか，コンプライアンスに関し
て職員への周知並びに取組を徹底していくこと
が求められる。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　各種規程については整備されているので，今後は
BCPの策定等コンプライアンスに関する取組みを強
化していく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２４　公益社団法人宮城県観光連盟

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　公認会計士との顧問契約により指導を受けて
おり，監査については会計事務に精通した監事
の監査を受けていることから，安全性は確保さ
れている。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　公認会計士との顧問契約により，税務をはじめ会
計処理全般について指導を受けて適正に業務を行う
ことができた。なお，持続的な活動の確保のため，
事業継続契約について今後検討する。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２５　公益財団法人宮城県国際化協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　複数の目で事務処理ミスの防止に努めている
ほか，公認会計士を効果的に活用する等，効率
よく健全な組織運営に努めていると評価でき
る。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　総務部門の職員は極めて少数のため、事業部門に
も会計書類を回議し事務ミスの防止に努めているほ
か、会計事務で疑義が生じた場合は、速やかに公認
会計士の指導を受けるなど、効率的で適正な業務運
営を図ることができた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

□

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２６　一般財団法人みやぎ産業交流センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　昨年度に引き続きコンプライアンスの確保に
ついて取組が実施されており，組織の健全な運
営に努めているといえる。さらなる健全性の確
保に向け，公益通報や内部統制に関する取組等
の実施を期待する。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

 組織の健全な運営については，業務規程等の整備
や財務の公表等を行っている。コンプライアンスに
ついても，関係規程を整備するとともに，弁護士と
顧問契約を締結し，相談窓口としての機能を持た
せ，健全な運営を継続して行っている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２７　株式会社仙台港貿易促進センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　必要最小限の組織体制ではあるが，相互
チェック等により事務ミスの未然防止に努めて
おり，適切に対応していると評価できる。更な
る組織の健全化に向け，規程の整備等について
働きかけていく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　平成26年度から事業規模を縮小し，現在の2事業
に集約したことから，社長を含め４名と必要最小限
の組織体制となっているため，情報の共有化に努
め，相互に業務支援が行えるように努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２８　公益社団法人宮城県国際経済振興協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

□

■

■

□

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　相談機関の活用等，事務処理ミスの防止の取
組がなされており，概ね良好な組織運営である
と認められる。
引き続き円滑な管理運営が実施されるよう，特
に海外事務所においては，各国の制度変更に留
意するよう指導していく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　会計事務や法人運営に疑義が生じた場合には公益
法人協会の相談窓口の活用や行政庁への指導を仰ぐ
など，健全な組織運営に努めた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２９　公益社団法人宮城県物産振興協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。

※処務規程第２章「組織及び事務分掌」

が同様のものと認められる場合



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンス規程やマニュアルの整備に
より，組織運営の健全性は改善されている。今
後はコロナ禍による市場のニーズの変化に対応
できるような人材育成・登用が必要である。 Ａ

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　コンプライアンス規程を整備し，公的機関として
の社会的信用の向上に努めた他，嘱託職員から正職
員への内部登用を行い，人材の確保を行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

□

■

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

■

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３０　宮城県農業信用基金協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

■

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制に関する各種規程を整備し，公認会
計士による監査を受けるなど健全な組織運営の
ための各種取り組みを行っていると評価でき
る。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　役員及び職員に対しコンプライアンス研修会を開
催し，職員に対してはコンプライアンスへの意識状
況把握のため，自己チェック並びに，個人情報保護
のための内部点検実施した。
　職員教育訓練の体系的実施により，職員の能力開
発を推進し，コンプライアンス態勢の強化徹底をは
かる。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

□

□

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

３１　公益社団法人みやぎ農業振興公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：カード作成）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンスカードを作成し，常に携帯
させるなど，日常業務におけるコンプライアン
ス意識を向上させる取り組みを実施しており，
組織運営の健全化に向けて適切に取り組んでい
るといえる。
　障害者雇用については，引き続き積極的に取
り組むよう助言・指導していく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　職員のコンプライアンスに対する意識付けのた
め,コンプライアンスカードを作成し,常に携帯させ
ている。
　中期経営プラン（第2期）の中間年見直しを行っ
た。
　障害者雇用については,高等支援学校の説明会に
参加する等障害者に対する理解を深め、雇用に向け
た検討を進めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３２　一般社団法人宮城県農業会議

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

■

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　就業規程の見直しなど、法令を遵守した対応
に努めている。コンプライアンスに対する啓発
等研修の場を設定し，違反事例もなく，評価で
きる。
　税理士等の関与については継続して検討して
おり、県としても必要に応じて助言と指導を行
いたい。

B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　令和2年度は法令に対応するため有期契約社員就
業規程を見直した。会計監査については全国組織と
連携して税理士等の関与を必要性を継続して検討す
る。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３３　公益社団法人宮城県青果物価格安定相互補償協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

 コンプライアンス規程が策定され，コンプラ
イアンスの確保に取り組み，また，協会独自の
ホームページを開設し，積極的な情報開示に努
めている。
　今後も組織運営の健全性の更なる向上を期待
する。

B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　コンプライアンス規程を策定し，コンプライアン
スの確保に取り組んでいる。
　令和元年６月に本協会独自のホームページを開設
して事業内容や財務情報を開示している。
　組織運営の健全性の更なる向上に向け，関係機関
と協議を継続している。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３４　一般社団法人宮城県畜産協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　職場研修の開催を行うなど，コンプライアン
スに関する取組について，おおむね適切である
と考えられる。より内容の充実を図るために，
引き続き助言・指導を行っていく。組織基盤安
定化のために必要である，計画的な人材確保・
人材育成へ向けて，適切な助言を行っていく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　法律改正に伴う規程等の整備は逐次行っている。
令和2年度はハラスメント防止研修会も開催し，さ
らなるコンプライアンスの充実を図っていく。ま
た，3名の新規採用を行ったものの，定年退職者の
再雇用により職員の高齢化が進んでいる。今後計画
的な採用と人材育成が課題である。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

３５　宮城県土地改良事業団体連合会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：業務会議等）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

■

■

■

□

■

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　障害者雇用率の法定要件を達成する等，コン
プライアンス確保を積極的に行った。
　また，働き方改革を実施することにより，職
員のモチベーション向上に務めている。
　今後も，適切な組織運営に務めて頂きたい。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　組織運営は，適切であると考える。
　コンプライアンスの確保については，今後も充実
を図っていく。
　また，働き方改革については，職員の待遇改善に
努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３６　宮城県漁業信用基金協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

■

■

■

□

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　会計事務に精通した者を監事に選任するなど，会
計・経理業務の適正化に努めており，情報公開につ
いても適切に行っていると考える。また，定期的な
コンプライアンス研修会の開催を通して，職員の啓
発を図るなど，健全な組織運営が図られている。
　今後，必要に応じて，公認会計士等の定期指導の
導入について検討をするよう働きかけていく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　民間経営者と同等の経営感覚を有する者を役員に
選任しているほか，会計事務に精通している者を監
事として選任し監査を受けている。
　外部の金融機関から講師を招いて定期的にコンプ
ライアンス研修会を開催し，個人情報の遵守に努め
ており，今後も継続していく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

□

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

■

□

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

３７　公益財団法人宮城県水産振興協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：役職者定例会議及び各部内ミー
ティングの実施）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織体制の強化と人材育成の取組の継続が今後も
期待される。
　これまで課題となっていたコンプライアンスに関
する規程，マニュアルの整備が完了し，引き続き法
令違反の防止に努めることが期待される。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　組織体制の構築と人材育成は令和２年度も継続して強
化に努めた。退職者も無く，個々の業務レベルは向上し
ている。情報公開については，事業内容や決算書類に加
え寄附行為についてもホームページ上で公開している。
会計面では引き続き公認会計士より定期指導を受けてい
る。コンプライアンスに関する規程及びマニュアルを整
備し，協会内での役職者による定期打合せや，部内ミー
ティングを必要に応じて実施することにより，情報共有
と内部統制を図り法令違反の事前防止に努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３８　公益財団法人みやぎ林業活性化基金

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンスに関する規程を策定してお
り，組織運営について，改善を図りながら健全
性の強化を進めている。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　財団職員は宮城県森林組合連合会からの出向と
なっており，当財団で定めている規程以外は，出向
元の規程により執行している（令和３年度から出向
を解消し，独自の就業規則等を制定）。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

３９　一般社団法人宮城県林業公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制に関する規程については概ね整備され内
部統制が図られるとともに，ホームページにより情
報発信を行い，財務状況等の情報公開を実施してい
る。
　経理業務については，公認会計士が決算事務等を
中心に関与しているが，適正な会計処理が行われる
よう引き続き指導・助言を行っていく。
　今後，分収林事業で主伐計画が増えていくことか
ら，適切に人材の育成・確保に努めるように指導・
助言を行っていく。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　組織運営の透明性を高めるため，各種規程等の整備に
努めるとともに，ウェブサイトを活用した情報発信を
行ってきた。更なる改善を図るとともに法令遵守につい
て職員の周知を図ることにしている。
　公認会計士と経理事務指導契約を結び，決算事務を中
心に随時指導を受けて，経理業務の適正化に努めてきた
ところであり，引き続き指導継続による健全化に努める
こととしている。
　職員確保は，事業継続の観点からも重要な課題である
ことから管理費抑制の視点を含めながら，人材育成・確
保に努めていくこととしている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

□

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

４０　公益社団法人宮城県建設センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会の設置等）（１
点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　業務規程等が整備され内部牽制が図られていると
ともに，監事とは別の公認会計士の指導の下，財
務・会計業務が行われているほか，事業内容や財務
情報については，ホームページにおいて公開される
など，透明かつ健全な組織運営が行われている。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　必要に応じて規程等の整備や見直しを行うとともに，ホームペー
ジを活用した情報公開を進めている。
　「倫理規則」と「コンプライアンス規則」を制定し，事業活動の
公正かつ適正な運用に努め，コンプライアンス委員会の開催や職員
への啓蒙活動等を行っている。（平成３０年度に制定）
　品質管理システムとして「ISO９００１」を導入し，成果品の品
質向上に努めている。（平成１４年度から運用開始）
　監事には公認会計士を選任するとともに，監事とは別の公認会計
士と業務委託契約を行うなど，財務・会計に関して体制の強化に努
めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

□

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４１　一般財団法人みやぎ建設総合センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

6

県（主務課）の所見
参考
指標

　業務規程等が整備され内部牽制が図られてお
り，財務書類の公開などは整備されているが，
コンプライアンスの確保について改善の余地が
あるため，体制の強化等に向け引き続き必要な
助言を行っていく。

B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　業務規程や財務書類の公開など整備しているが、
コンプライアンス・ＢＣＰについては規定類がない
ため、引き続き理解を深め規定類の作成を進める。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

□

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４２　宮城県道路公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

■

□

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　国や県に対して定期的に予算・事業計画に関
する適正な説明がなされており，また，監査体
制の強化，情報公開及び各種講習会への職員の
参加などによる組織的な健全経営の確保に努め
ている。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　予算，事業計画及び資金計画については，地方道
路公社法に基づき，事業年度開始前に，宮城県の承
認を受けている。また，毎年の経営状況について
は，国土交通省へ報告し審査を受けているほか，監
査については，監事に公認会計士が選任され，監査
体制が強化されている。
　コンプライアンス研修の一環として，担当職員に
建設業法，入札談合等関与行為防止法等の業務関係
法令に関する講習会を受講させた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

□

□

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４３　公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　港湾・船舶関係者以外の意見も取り入れつ
つ，透明性のある組織運営を進めている。
　また，公認会計士に監査を依頼するととも
に，会計指導も受けている。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　最小限の規模による法人運営のため，内部統制や
リスクに対応できる体制の整備を進めた。
　外部役員からのフェリーターミナルへの意見・要
望を受け，経営に活かし健全化に努めた。
　監事監査において監事(公認会計士)から指導を受
け，適切な決算を行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

□

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４４　宮城県開発株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　役員登用を民間企業から行うことにより，組
織運営に多角的な意見を取り入れている。
　情報公開については透明性の向上に向け引き
続き必要な助言・指導を行う。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　民間企業から役員を登用しており，外部からの意
見を活かせる体制である。
　また，情報公開については，ホームページをリ
ニューアルし，昨年９月に公開した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

□

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４５　塩釜港開発株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

□

■

□

□

□

□

6

県（主務課）の所見
参考
指標

　役員登用を民間企業から行うことにより，組
織運営に多角的な意見を取り入れている。
　また，外部からの会計指導を通して透明性の
ある会計処理の実現に取り組んでいる。 B

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　民間企業から社外取締役を選任し，経営ノウハウ
の活用と経営状況の確認・評価を行っている。税理
士による会計指導を実施し，適正な会計処理に努め
ている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４６　仙台空港鉄道株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　公認会計士による監査のほか，組織運営の業
務に精通した民間企業出身者や行政経験者など
をバランスよく役員へ登用するなど，全ての項
目において高い評価水準を満たしていることか
ら，組織運営の健全性は概ね良好と認められ
る。

A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　当社の経営体制は，取締役9名中3名，監査役4名
中3名に民間出身者を登用し，民間のノウハウを活
かした経営を促進している。また，その他の役員も
地元市長や行政経験者で構成し，会計監査は公認会
計士に委嘱することで，経営健全性のチェック体制
を確保している。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４７　宮城県住宅供給公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　公社が作成している経営計画により一定の評
価は出来るものの，人材の確保，育成等に関し
ては今後も経営状況を見ながら取り組んでいく
必要があると考える。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

  経営改善目標に対しては，組織体制の整備を進
め，住宅管理業務での実務処理や業務の適正実施，
進行管理などの公社業務の適正，迅速な執行に不可
欠な人材の確保，育成をさらに進め，業務機能別組
織体制での業務効率化に努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４８　公益財団法人宮城県スポーツ協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　公認会計士及び社会保険労務士と顧問契約を
結び，定期的な点検を行うなど，会計・経理業
務等の適正化を図っていることは大いに評価で
きる。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　毎月，顧問公認会計士及び顧問社労士による指導
等を基に，適正な処理を実施した。
　また，関係法令や各種規程の確認をおこない，法
令及び規程を遵守し業務を遂行した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

■

□

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４９　公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関す
る規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図ら
れているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアン
スの確保
（経営への取
組・内部統制）

コンプライアンスに
関する取組を行って
いるか。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があっ
た。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。
（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを
行っている。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定
（１点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図ってい
る。（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。
（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った
監事監査の実施

公認会計士・税理士
が会計・経理業務に
関与しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。
（定期的に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事
（監査役）監査を実施，または監査法人による監査を
実施している。

4

経営幹部への民
間企業等出身者
の登用

民間の経営ノウハウ活
用による組織の活性化
や自立的経営の促進を
図る観点から，役員に
業務に精通した民間企
業等出身者を登用（採
用）・配置している
か。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

□

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　懸案事項であった契約規程を作成した。ま
た，民間企業出身者等を役員に登用し，役員会
等において意見交換するなど自立経営の促進を
図っている。 A

5

人材育成，内部
登用の拡大，独
自の人材確保の
取組

職員の人材育成，プ
ロパー職員の内部登
用，または独自の人
材確保（プロパー職
員等の採用による県
派遣職員との入れ替
え）が図られている
か。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や
独自の人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独
自の人材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法
人は４項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法
人は４項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務
情報等のホーム
ページ公表

ホームページにおけ
る情報公開は，どの
ような状況にある
か。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　職員に対する啓発研修を実施するなどして，コン
プライアンスの確保や公認会計士に助言を受け適正
な会計に努めた。また，ホームページを利用した情
報公開を実施し，透明性を確保した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）


